
35 7 4

ハローワーク

ハローワーク

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4 9 0 0 　 1 0 2 0 4 7 　 1 4 9 0 0 　 0 0 0 1 4 7 　 1

7 1 9 1

8

5 0 8 20 3 3 13 5 5 0 4 0 1

1 14 0 0 0

カンサツ クニオ

株式会社 雇用保険 那覇支店

就業規則第25条による定年退職

東京都千代田区霞が関1－2－2

株式会社 雇用保険 代表取締役 雇用太郎

03－5253－1111

監察 邦夫

那覇市おもろまち1－3－25

1「個人番号」 

被保険者の個人番号（マイナンバー）を

記入してください 

− 54 −



35 7 4

ハローワーク

ハローワーク

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4 9 0 0 　 1 0 2 0 4 7 　 1 4 9 0 0 　 0 0 0 1 4 7 　 1

7 1 9 1

8

5 0 8 20 3 3 13 5 5 0 4 0 1

1 14 0 0 0

カンサツ クニオ

株式会社 雇用保険 那覇支店

就業規則第25条による定年退職

東京都千代田区霞が関1－2－2

株式会社 雇用保険 代表取締役 雇用太郎

03－5253－1111

監察 邦夫

那覇市おもろまち1－3－25

1「個人番号」 

被保険者の個人番号（マイナンバー）を

記入してください 

0 8

8
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　雇用保険被保険者氏名変更届は令和２年１月に廃止したため、被保険者の氏

名の変更があったときは、下記の申請時に併せて提出してください（氏名変更

記載欄はそれぞれの申請書にあります）。

　　　・雇用保険被保険者資格喪失届

　　　・雇用継続交流採用終了届

　　　・雇用保険被保険者転勤届

　　　・個人番号登録・変更届

　　　・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請（受給資格確認を含む）

　　　・高年齢再就職給付金の支給申請

　　　・育児休業給付金の支給申請（受給資格確認を含む）

　　　・介護休業給付金の支給申請

５

ハローワーク

５０54 ６

− 56 −

6

ハローワーク

0 654 ６

− 57 −− 56 −



　雇用保険被保険者氏名変更届は令和２年１月に廃止したため、被保険者の氏

名の変更があったときは、下記の申請時に併せて提出してください（氏名変更

記載欄はそれぞれの申請書にあります）。

　　　・雇用保険被保険者資格喪失届

　　　・雇用継続交流採用終了届

　　　・雇用保険被保険者転勤届

　　　・個人番号登録・変更届

　　　・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請（受給資格確認を含む）

　　　・高年齢再就職給付金の支給申請

　　　・育児休業給付金の支給申請（受給資格確認を含む）

　　　・介護休業給付金の支給申請

５

ハローワーク

５０54 ６

− 56 −

6

ハローワーク

0 654 ６

− 57 −

8

ハローワーク

0 854 82

− 57 −− 57 −



ハローワーク

080601

080630

080601080630

080601

− 58 −− 58 −



ハローワーク

080601

080630

080601080630

080601

− 58 −

20 0 8 0 3 3 1

080406

20

ハローワーク

080331

− 59 −



（2）マルチジョブホルダーが離職した場合、マルチジョブホルダーでなくなった場合 

① 離職票の交付を希望しないとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

・ 確認資料･･････事業所を離職等した場合には以下の添付書類が必要です。 

賃金台帳、出勤簿（原則１か月分）、労働者名簿、離職理由の分か

る資料（退職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ※ 添付書類の省略はできません。 

 

② 離職票の交付を希望するとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

「雇用保険被保険者離職証明書」 

・ 確認資料･･････次のイまたはロ 

イ 離職等した事業所の場合 

賃金台帳、出勤簿（原則 12か月分）、労働者名簿、離職理由の分かる資料（退

職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

   出勤簿（原則 12か月分） 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

 本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事

業主へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書（事業主通知用）」

及び「離職証明書（事業主控）」（離職票の交付を希望するとき）を郵送します。通

知書に記載されたマルチジョブ離職年月日の翌日から雇用保険料の納付義務が消

滅します。 

  

８ マルチジョブホルダーの手続き 

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジ

ョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人

が手続を行う必要があります。手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）

は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける２社についての必要な書類を揃え

て住居所を管轄するハローワークに申し出ます。 
本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡

って被保険者となることはできません。 
事業主は、申出を希望する労働者からの記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載

事項を記入し、確認資料（写し可）と併せて本人に交付してください。また、事業主

は、労働者が申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。 

 

（1）マルチジョブホルダーを雇い入れた場合、マルチジョブホルダーになった場合 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」 

・ 確認資料･･････賃金台帳、出勤簿（原則、記載年月日の直近１か月分）、労働者名

簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書 

役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を

要する場合は、別途確認資料が必要となります。 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事業

主へ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書（事業主通知用）」

を郵送します。通知書に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義

務が発生します。 
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（2）マルチジョブホルダーが離職した場合、マルチジョブホルダーでなくなった場合 

① 離職票の交付を希望しないとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

・ 確認資料･･････事業所を離職等した場合には以下の添付書類が必要です。 

賃金台帳、出勤簿（原則１か月分）、労働者名簿、離職理由の分か

る資料（退職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ※ 添付書類の省略はできません。 

 

② 離職票の交付を希望するとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

「雇用保険被保険者離職証明書」 

・ 確認資料･･････次のイまたはロ 

イ 離職等した事業所の場合 

賃金台帳、出勤簿（原則 12か月分）、労働者名簿、離職理由の分かる資料（退

職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

   出勤簿（原則 12か月分） 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

 本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事

業主へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書（事業主通知用）」

及び「離職証明書（事業主控）」（離職票の交付を希望するとき）を郵送します。通

知書に記載されたマルチジョブ離職年月日の翌日から雇用保険料の納付義務が消

滅します。 

  

８ マルチジョブホルダーの手続き 

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジ

ョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人

が手続を行う必要があります。手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）

は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける２社についての必要な書類を揃え

て住居所を管轄するハローワークに申し出ます。 
本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡

って被保険者となることはできません。 
事業主は、申出を希望する労働者からの記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載

事項を記入し、確認資料（写し可）と併せて本人に交付してください。また、事業主

は、労働者が申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。 

 

（1）マルチジョブホルダーを雇い入れた場合、マルチジョブホルダーになった場合 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」 

・ 確認資料･･････賃金台帳、出勤簿（原則、記載年月日の直近１か月分）、労働者名

簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書 

役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を

要する場合は、別途確認資料が必要となります。 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事業

主へ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書（事業主通知用）」

を郵送します。通知書に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義

務が発生します。 
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（2）マルチジョブホルダーが離職した場合、マルチジョブホルダーでなくなった場合 

① 離職票の交付を希望しないとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

・ 確認資料･･････事業所を離職等した場合には以下の添付書類が必要です。 

賃金台帳、出勤簿（原則１か月分）、労働者名簿、離職理由の分か

る資料（退職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ※ 添付書類の省略はできません。 

 

② 離職票の交付を希望するとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

「雇用保険被保険者離職証明書」 

・ 確認資料･･････次のイまたはロ 

イ 離職等した事業所の場合 

賃金台帳、出勤簿（原則 12か月分）、労働者名簿、離職理由の分かる資料（退

職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

   出勤簿（原則 12か月分） 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

 本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事

業主へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書（事業主通知用）」

及び「離職証明書（事業主控）」（離職票の交付を希望するとき）を郵送します。通

知書に記載されたマルチジョブ離職年月日の翌日から雇用保険料の納付義務が消

滅します。 

  

８ マルチジョブホルダーの手続き 

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジ

ョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人

が手続を行う必要があります。手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）

は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける２社についての必要な書類を揃え

て住居所を管轄するハローワークに申し出ます。 
本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡

って被保険者となることはできません。 
事業主は、申出を希望する労働者からの記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載

事項を記入し、確認資料（写し可）と併せて本人に交付してください。また、事業主

は、労働者が申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。 

 

（1）マルチジョブホルダーを雇い入れた場合、マルチジョブホルダーになった場合 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」 

・ 確認資料･･････賃金台帳、出勤簿（原則、記載年月日の直近１か月分）、労働者名

簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書 

役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を

要する場合は、別途確認資料が必要となります。 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事業

主へ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書（事業主通知用）」

を郵送します。通知書に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義

務が発生します。 
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（2）マルチジョブホルダーが離職した場合、マルチジョブホルダーでなくなった場合 

① 離職票の交付を希望しないとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

・ 確認資料･･････事業所を離職等した場合には以下の添付書類が必要です。 

賃金台帳、出勤簿（原則１か月分）、労働者名簿、離職理由の分か

る資料（退職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ※ 添付書類の省略はできません。 

 

② 離職票の交付を希望するとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

「雇用保険被保険者離職証明書」 

・ 確認資料･･････次のイまたはロ 

イ 離職等した事業所の場合 

賃金台帳、出勤簿（原則 12か月分）、労働者名簿、離職理由の分かる資料（退

職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

   出勤簿（原則 12か月分） 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

 本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事

業主へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書（事業主通知用）」

及び「離職証明書（事業主控）」（離職票の交付を希望するとき）を郵送します。通

知書に記載されたマルチジョブ離職年月日の翌日から雇用保険料の納付義務が消

滅します。 

  

８ マルチジョブホルダーの手続き 

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジ

ョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人

が手続を行う必要があります。手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）

は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける２社についての必要な書類を揃え

て住居所を管轄するハローワークに申し出ます。 
本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡

って被保険者となることはできません。 
事業主は、申出を希望する労働者からの記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載

事項を記入し、確認資料（写し可）と併せて本人に交付してください。また、事業主

は、労働者が申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。 

 

（1）マルチジョブホルダーを雇い入れた場合、マルチジョブホルダーになった場合 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」 

・ 確認資料･･････賃金台帳、出勤簿（原則、記載年月日の直近１か月分）、労働者名

簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書 

役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を

要する場合は、別途確認資料が必要となります。 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事業

主へ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書（事業主通知用）」

を郵送します。通知書に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義

務が発生します。 
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（2）マルチジョブホルダーが離職した場合、マルチジョブホルダーでなくなった場合 

① 離職票の交付を希望しないとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

・ 確認資料･･････事業所を離職等した場合には以下の添付書類が必要です。 

賃金台帳、出勤簿（原則１か月分）、労働者名簿、離職理由の分か

る資料（退職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ※ 添付書類の省略はできません。 

 

② 離職票の交付を希望するとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

「雇用保険被保険者離職証明書」 

・ 確認資料･･････次のイまたはロ 

イ 離職等した事業所の場合 

賃金台帳、出勤簿（原則 12か月分）、労働者名簿、離職理由の分かる資料（退

職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

   出勤簿（原則 12か月分） 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

 本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事

業主へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書（事業主通知用）」

及び「離職証明書（事業主控）」（離職票の交付を希望するとき）を郵送します。通

知書に記載されたマルチジョブ離職年月日の翌日から雇用保険料の納付義務が消

滅します。 

  

８ マルチジョブホルダーの手続き 

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジ

ョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人

が手続を行う必要があります。手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）

は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける２社についての必要な書類を揃え

て住居所を管轄するハローワークに申し出ます。 
本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡

って被保険者となることはできません。 
事業主は、申出を希望する労働者からの記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載

事項を記入し、確認資料（写し可）と併せて本人に交付してください。また、事業主

は、労働者が申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。 

 

（1）マルチジョブホルダーを雇い入れた場合、マルチジョブホルダーになった場合 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」 

・ 確認資料･･････賃金台帳、出勤簿（原則、記載年月日の直近１か月分）、労働者名

簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書 

役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を

要する場合は、別途確認資料が必要となります。 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事業

主へ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書（事業主通知用）」

を郵送します。通知書に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義

務が発生します。 
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（2）マルチジョブホルダーが離職した場合、マルチジョブホルダーでなくなった場合 

① 離職票の交付を希望しないとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

・ 確認資料･･････事業所を離職等した場合には以下の添付書類が必要です。 

賃金台帳、出勤簿（原則１か月分）、労働者名簿、離職理由の分か

る資料（退職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ※ 添付書類の省略はできません。 

 

② 離職票の交付を希望するとき 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」 

「雇用保険被保険者離職証明書」 

・ 確認資料･･････次のイまたはロ 

イ 離職等した事業所の場合 

賃金台帳、出勤簿（原則 12か月分）、労働者名簿、離職理由の分かる資料（退

職願、雇用契約書、解雇予告通知書など） 

  ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

   出勤簿（原則 12か月分） 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

 本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事

業主へ「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書（事業主通知用）」

及び「離職証明書（事業主控）」（離職票の交付を希望するとき）を郵送します。通

知書に記載されたマルチジョブ離職年月日の翌日から雇用保険料の納付義務が消

滅します。 

  

８ マルチジョブホルダーの手続き 

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジ

ョブホルダー制度は、基本的に、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人

が手続を行う必要があります。手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）

は、本人が事業主に記載を依頼して、適用を受ける２社についての必要な書類を揃え

て住居所を管轄するハローワークに申し出ます。 
本人がハローワークに申出を行った日から被保険者となるため、申出日より前に遡

って被保険者となることはできません。 
事業主は、申出を希望する労働者からの記載依頼を受けたら、速やかに事業主記載

事項を記入し、確認資料（写し可）と併せて本人に交付してください。また、事業主

は、労働者が申出を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはいけません。 

 

（1）マルチジョブホルダーを雇い入れた場合、マルチジョブホルダーになった場合 

・ 記入書類･･････「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」 

・ 確認資料･･････賃金台帳、出勤簿（原則、記載年月日の直近１か月分）、労働者名

簿、雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書 

役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を

要する場合は、別途確認資料が必要となります。 

※ 添付書類の省略はできません。 

 

本人から提出された書類について確認を行い、住居所管轄ハローワークから事業

主へ「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書（事業主通知用）」

を郵送します。通知書に記載された申出・資格取得年月日から雇用保険料の納付義

務が発生します。 
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１０

５

６

12

13

９ 10

７ ８

５．事業所番号

・「０」も省略せず、11枠すべて記載してく

ださい。

※雇用保険の成立手続が済んでいない場合は、

13．契約期間の定め

・有期契約の場合は、その期間を記載してく

ださい。

７．賃金

・賃金月額は、賞与その他臨時の賃金を除い

た採用時に定められた賃金のうち、毎月決

まって支払われるべき賃金の月額（支払総

額）を千円単位（千円未満四捨五入）で記載

してください。

８．雇入年月日

・試用期間、研修期間を含む雇入れの初日を

記載してください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

６．マルチジョブの被保険者となったこ

との原因

・必要に応じて申出人に確認の上、該当する

区分に従い、記載してください。

・その他に該当する場合は、事業所名欄右の

備考欄に様式の裏面「○事業主の記載事項２

（３）イ〜ホ」のいずれかを記載してくださ

い。

12．１週間の所定労働時間

・記載年月日現在における１週間の所定労働

時間を記載してください。

９．雇用形態

・派遣労働者の場合（船員を除く）は「２」

・派遣労働者または船員以外は「３」

・船員の場合は「６」

を記載してください。

10．職種

・様式の裏面「○事業主の記載事項６」の区

分に従い、記載してください。

９９９９　９９９９９９　９

１ ３　３１０４０５ １１１１　１１１１１１　１

１

３

２

株式会社　雇用保険　池袋支店

東京都文京区○○×-×-×

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

株式会社　雇用保険　代表取締役　雇用　太郎

03-0000-0000

８　　　４　

０３ １０００

４　　　４４

雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届の記載例 
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５　０８０４０１

− 62 −



１０

５

６

12

13

９ 10

７ ８

５．事業所番号

・「０」も省略せず、11枠すべて記載してく

ださい。

※雇用保険の成立手続が済んでいない場合は、

13．契約期間の定め

・有期契約の場合は、その期間を記載してく

ださい。

７．賃金

・賃金月額は、賞与その他臨時の賃金を除い

た採用時に定められた賃金のうち、毎月決

まって支払われるべき賃金の月額（支払総

額）を千円単位（千円未満四捨五入）で記載

してください。

８．雇入年月日

・試用期間、研修期間を含む雇入れの初日を

記載してください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

６．マルチジョブの被保険者となったこ

との原因

・必要に応じて申出人に確認の上、該当する

区分に従い、記載してください。

・その他に該当する場合は、事業所名欄右の

備考欄に様式の裏面「○事業主の記載事項２

（３）イ〜ホ」のいずれかを記載してくださ

い。

12．１週間の所定労働時間

・記載年月日現在における１週間の所定労働

時間を記載してください。

９．雇用形態

・派遣労働者の場合（船員を除く）は「２」

・派遣労働者または船員以外は「３」

・船員の場合は「６」

を記載してください。

10．職種

・様式の裏面「○事業主の記載事項６」の区

分に従い、記載してください。

９９９９　９９９９９９　９

１ ３　３１０４０５ １１１１　１１１１１１　１

１

３

２

株式会社　雇用保険　池袋支店

東京都文京区○○×-×-×

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

株式会社　雇用保険　代表取締役　雇用　太郎

03-0000-0000

８　　　４　

０３ １０００

４　　　４４

雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届の記載例 
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５　０８０４０１

週所定労働時間に変更があった場合

5欄で9を選択した場合の詳細

週所定労働時間に変更があった場合

5欄で9を選択した場合の詳細

９ １０００

ﾛｳﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 男 高年齢（65歳以上）

東京都文京区○○×-×-×
８ １０ １０

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

〒100-0000

株式会社　雇用保険　代表取締役　雇用　太郎

03-0000-0000 飯田橋

パートタイム

株式会社　雇用保険　池袋支店

3-310415 13010

1000

１０ ５

５　０８０９３０ ９ １６００

9999-999999-9 0000-000000-0 5-080401

ﾛｳﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 男 高年齢（65歳以上）

東京都文京区○○×-×-×
8 10 10

労働　太郎

03-0000-0000

東京都千代田区霞が関○-△-△

〒100-0000

株式会社　マルチジョブ　代表取締役　マルチ　太郎

03-0000-0000 飯田橋

パートタイム

株式会社　マルチジョブ　池袋支店

3-310415 13010

1000

9999-999999-9 1111-111111-1 5-080401

６４ ５

６４ ５

４．マルチジョブ離職年月日

・５欄に記載した原因のあった年月日（５欄

に６または７を記載した場合はその前日）を

｢０｣も省略せず６桁で記載してください。

６．１週間の所定労働時間

・４欄に記載した年月日現在の当該事業所に

おける１週間の所定労働時間を記載してくだ

さい。

５．マルチジョブ喪失原因

・必要に応じて申出人に確認の上、様式の裏

面「○事業主の記載事項２」を参考に該当す

る区分に従い、記載してください。

・「５欄で９を選択した場合の詳細」欄は、

９を選択していない場合は記載不要です。

４．マルチジョブ離職年月日

・離職した事業所の「４．マルチジョブ離職

年月日」を申出人に確認の上、記載してくだ

さい。

６．１週間の所定労働時間

・４欄に記載した年月日現在の当該事業所に

おける１週間の所定労働時間を記載してくだ

さい。

５．マルチジョブ喪失原因

・雇用が継続しており、雇用契約に変更がな

い事業所の場合も、離職した事業所の喪失に

伴い、記載は必要となりますので、申出人に

確認の上、記載してください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

事業主が法人である場合は、その主たる事業

所の郵便番号、所在地、法人の名称、電話番

号とともに、代表者の役職と氏名を付記して

ください。

 
 

イ 離職等した事業所の場合 

 

ロ 雇用が継続しており、雇用契約に変更がない事業所の場合 

雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届の記載例 
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５　０８０９３０

− 63 −



被保険者に関する諸手続Ｑ＆Ａ

９　資格取得届や資格喪失届等の提出後に内容を訂正する場合

29

被保険者に関する諸手続Ｑ＆Ａ

29

　資格取得届や資格喪失届（離職証明書含む）等を管轄ハローワークに提出後に内容に誤

りがあることがわかった場合、「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」

に必要事項を記載し、管轄ハローワークに提出してください。

　なお、その訂正した内容が確認できる資料等が必要となる場合がありますので、内容に

誤りがあることがわかった場合は、提出方法についてあらかじめ管轄ハローワークにご相

談ください。
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被保険者に関する諸手続Ｑ＆Ａ

９　資格取得届や資格喪失届等の提出後に内容を訂正する場合

29

被保険者に関する諸手続Ｑ＆Ａ

29

　資格取得届や資格喪失届（離職証明書含む）等を管轄ハローワークに提出後に内容に誤

りがあることがわかった場合、「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」

に必要事項を記載し、管轄ハローワークに提出してください。

　なお、その訂正した内容が確認できる資料等が必要となる場合がありますので、内容に

誤りがあることがわかった場合は、提出方法についてあらかじめ管轄ハローワークにご相

談ください。

11.資格取得11.資格取得

30
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31

８令和

令和６

令和６

令和８

ハローワーク
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31
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31

８令和

令和６

令和６

令和８

ハローワーク
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31

ハローワーク

ハローワーク

　万一、本人が被保険者証を紛失したときは、「雇用保険被保険者証再交付申請書」を

提出して再交付手続きを行うこともできます。
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